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１．対象校 県内の①私立高等学校（※1）、②国公立高等学校・高等専門学校(１～３年生)、③私立専修学校(高等課程(３年制))

２．対象世帯 県内に保護者が在住している世帯

３．支援額 私立高校等 世帯収入（目安）910万円未満の世帯 国の就学支援金と合わせ、最大63万円（通信制は32万1000円）

世帯収入（目安）910万円以上の多子世帯（※2） 最大５万9400円

国公立高校等 世帯収入（目安）910万円未満の世帯 国の就学支援金により支援

世帯収入（目安）910万円以上の多子世帯（※2） 最大５万9400円

４．開始時期 令和６年度から、全学年に制度を適用

５．その他 私立高等学校等の標準授業料を県が設定する、いわゆる「キャップ制」は導入しない。

→ 引き続き、制度の詳細を詰めていく作業を行い、令和６年度予算（案）に必要な額を計上する予定。
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234,000

511,200

59,400
118,800

59,400

多子世帯

（23歳未満の子を３人以

上扶養）について支援


